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１　補助の目的

２　成果指標

３　補助対象事業・補助対象者

４　補助対象（外）経費

５　補助率・補助限度額、積算根拠

６　補助期間（期間終了後の継続及び終了の判断は、必要性や成果等の検証により行う）

糸島市補助金設計書

生涯学習課

補助金名称 青年団育成補助金

区分 ②奨励・支援的事業補助

該当例規等 糸島市社会教育関係団体補助金交付規程

基本目標２＿子どもが健やかに育つまちづくり

政策３＿青少年の健全育成

施策⑨＿地域で次世代を担う青少年を育てる

青年団が行う団員増加の取り組みや地域でのボランティア活動への補助を行うことによ
り、地域で次世代を担う青少年の育成や地域の活性化を目指す。

成果指標：団員の増加
目標値：11人（平成29年度）→22人（平成32年度）

補助対象事業
　団員増加対策事業（市民まつり出展、サンタクロース事業などの市民周知と会員拡大に
つながる事業）
補助対象者
　糸島市青年団

団体全体の財政規模が小さく、補助を行わないと団体そのものの存続が危ぶまれる。３年
間で団員を倍増させ、活動の活性化と財政的安定を図るため、団員の増加対策に係る経費
を補助対象経費とする。

補助額　90,000円（限度額）
※過去は活動内容、財源ともに充実していたが、現在は、団員の減少でともに減退してい
る。18歳～20代の若者の地域活動のリーダーの育成という視点から、大変重要な事業と捉
えている。現在は約60～70％と高い補助率になっているが、目標年度までは、特に高い補
助率でも補助を実施し、団員の増加と活動の活性化を図る必要があると考えている。

平成３２年度まで


